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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極および負極と非水電解液とを備える二次電池と、
　前記二次電池の充放電可能な電池容量Ａを取得する電池容量取得手段と、
　前記二次電池の内部抵抗Ｂを取得する内部抵抗取得手段と、
　電池容量低下量と内部抵抗増加量と劣化モードとの対応関係を示すマップを用いて、前
記取得した電池容量Ａと前記内部抵抗Ｂとに基づき、前記二次電池の状態が、
以下の（１）～（３）：
（１）前記二次電池の摩耗による劣化；
（２）前記二次電池の内部における前記負極での電荷担体の析出による劣化；および、
（３）前記二次電池の内部における前記非水電解液の塩濃度分布の偏りによる劣化
のいずれの劣化モードであるかを判別する判別手段と
を備える、電池システム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、リチウムイオン二次電池、ニッケル水素電池その他の二次電池は、車両搭載用電
源の電源として重要性が高まっている。特に、軽量で高エネルギー密度が得られるリチウ
ムイオン二次電池は、プラグインハイブリッド（ＰＨＶ）あるいは電気自動車（ＥＶ）等
の車両搭載用高出力電源として好ましく用いられている。
【０００３】
　この種の二次電池においては、二次電池の劣化状態を判定し、劣化が発生しているとき
には使用を制限したり劣化を解消する処理を行ったりすることで、二次電池の高性能化が
図られている。例えば特許文献１には、二次電池の摩耗による劣化と、二次電池の内部に
おける塩濃度分布による劣化（ハイレート劣化）とを区別して、二次電池の劣化状態を判
別し、塩濃度分布による劣化が発生しているときには、塩濃度分布を解消させる処理を行
う電池システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１３／１２１４６６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、リチウムイオン二次電池等の二次電池において、劣化の主な原因としては、
摩耗による劣化や塩濃度分布による劣化のほか、負極における電荷担体（リチウムイオン
二次電池の場合、リチウム）の析出がある。特許文献１に開示された技術では、摩耗によ
る劣化や塩濃度分布による劣化は判別することはできたとしても、電荷担体の析出による
劣化を判別することは困難である。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、摩耗による劣化や
塩濃度分布による劣化に加えて、電荷担体の析出による劣化を判別することが可能な電池
システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここで提案される電池システムは、正極および負極と非水電解液とを備える二次電池と
、前記二次電池の充放電可能な電池容量Ａを取得する電池容量取得手段と、前記二次電池
の内部抵抗Ｂを取得する内部抵抗取得手段と、電池容量低下量と内部抵抗増加量と劣化モ
ードとの対応関係を示すマップを用いて、前記取得した電池容量Ａと前記内部抵抗Ｂとに
基づき、前記二次電池の状態が、以下の（１）～（３）：
（１）前記二次電池の摩耗による劣化；
（２）前記二次電池の内部における前記負極での電荷担体の析出による劣化；および、
（３）前記二次電池の内部における前記非水電解液の塩濃度分布の偏りによる劣化
のいずれの劣化モードであるかを判別する判別手段と
を備える。
　かかる構成によると、摩耗による劣化や塩濃度分布による劣化に加えて、電荷担体の析
出による劣化を判別することができる。このため、電池の劣化に適切に対処することがで
き、電池状態に合わせた最適な電池制御が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る二次電池の制御装置によって制御される電池システムの構成を
示すブロック図である。
【図２】容量低下量と抵抗増加量との関係を示すグラフである。
【図３】容量低下量と抵抗増加量との関係を示すグラフである。
【図４】容量低下量と抵抗増加量との関係を示すグラフである。
【図５】正負極電位と電池容量との関係を例示した図である。
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【図６】正負極電位と電池容量との関係を例示した図である。
【図７】正負極電位と電池容量との関係を例示した図である。
【図８】正負極電位と電池容量との関係を例示した図である。
【図９】電池容量低下量と内部抵抗増加量と劣化モードとの対応関係を示すマップの一例
である。
【図１０】電池システムの処理フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の好適な実施の形態を具体的に説明するが、本発明をかかる具体例に示す
ものに限定する意図ではない。なお、本明細書において特に言及している事項以外の事柄
であって本発明の実施に必要な事柄は、当該分野における従来技術に基づく当業者の設計
事項として把握され得る。本発明は、本明細書に開示されている内容と当該分野における
技術常識とに基づいて実施することができる。また、以下の図面において、同じ作用を奏
する部材・部位には同じ符号を付し、重複する説明は省略することがある。
【００１０】
　ここで開示される電池システムが処理対象とする二次電池は、正極および負極と非水電
解液とを備える二次電池であれば特に制限されない。例えば、正負極間での電荷担体の移
動に伴う電荷の移動により、繰り返し充放電が実現される各種の二次電池を対象とするこ
とができる。例えば、リチウムイオン二次電池は、電荷担体としてリチウムイオンを利用
する二次電池であり、本技術が対象とする好適な二次電池の一例であり得る。特に限定す
ることを意図したものではないが、以下では主として本発明を車両に搭載されるリチウム
イオン二次電池に適用する場合を例として本発明を詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る電池システム１の構成を示すブロック図である。この電池シ
ステム１は、車両（典型的には自動車、特にハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池
自動車のような電動機を備える自動車）に好適に用いられる。
【００１２】
　電池システム１は、リチウムイオン二次電池１０と、これに接続された負荷２０と、リ
チウムイオン二次電池１０の状態に応じて負荷２０の作動を調節する電子制御ユニット（
ＥＣＵ）３０とを含む構成であり得る。リチウムイオン二次電池１０に接続された負荷２
０は、リチウムイオン二次電池１０に蓄えられた電力を消費する電力消費機（例えばモー
タ）を含み得る。該負荷２０は、電池１０を充電可能な電力を供給する電力供給機（充電
器）を含み得る。
【００１３】
　リチウムイオン二次電池１０は、対向する正極と負極と、これら正負極間に供給される
リチウムイオンを含む非水電解液（液状の電解質）とから構成されている。正極および負
極には、リチウムイオンを吸蔵および放出し得る活物質が含まれている。電池の充電時に
は、正極活物質からリチウムイオンが放出され、このリチウムイオンは電解質を通じて負
極活物質に吸蔵される。また、電池の放電時には、その逆に、負極活物質に吸蔵されてい
たリチウムイオンが放出され、このリチウムイオンは非水電解液を通じて再び正極活物質
に吸蔵される。この正極活物質と負極活物質との間のリチウムイオンの移動に伴い、活物
質から外部端子へと電子が流れる。これにより、負荷２０に対して放電が行われる。
【００１４】
　ここでリチウムイオン二次電池は、一般に、使用に伴い劣化（容量の低下および内部抵
抗の増加）が生じることが知られている。本発明者の知見によれば、劣化の主な原因とし
ては、
（１）二次電池の摩耗による劣化（以下、「通常劣化」ともいう。）、
（２）二次電池の内部における負極でのリチウムの析出による劣化、および
（３）二次電池の内部における非水電解液の塩濃度分布の偏りによる劣化（典型的にはハ
イレート充放電の繰り返しにより正極および負極に浸透した非水電解液のリチウム塩濃度



(4) JP 6485708 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

に場所による偏り（ムラ）が生じることに起因する劣化、以下、「ハイレート劣化」とも
いう。）
が考えられる。
【００１５】
　本発明者は、種々実験を行った結果、上記（１）～（３）の劣化と、電池容量の低下量
と、内部抵抗の増加量との間に一定の相関関係があることを見出した。具体的には、リチ
ウムイオン二次電池に対して上記（１）～（３）の劣化を伴うサイクル劣化試験を行い、
サイクル劣化試験前後における二次電池の電池容量および内部抵抗の変化量を測定した。
結果を図２～図４に示す。図２～図４は、サイクル劣化試験前後における容量低下量と内
部抵抗増加量との関係を示すグラフである。
【００１６】
　図２～図４に示すように、上記（１）の摩耗による劣化（通常劣化）を伴うサイクル劣
化試験後においては、電池容量が低下するととともに内部抵抗が増大傾向を示した。一方
、上記（２）のリチウム析出による劣化を伴うサイクル劣化試験では、電池容量は低下し
たものの、内部抵抗はさほど増大せず、上記（１）の通常劣化に比べて、容量劣化に対す
る抵抗増大が小さかった。また、上記（３）の塩濃度分布の偏りによる劣化を伴うサイク
ル劣化試験では、内部抵抗は増大したものの、電池容量はさほど低下せず、上記（１）の
通常劣化に比べて、容量劣化に対する抵抗増大が大きかった。
【００１７】
　このような傾向が得られる理由としては、特に限定的に解釈されるものではないが、例
えば以下のように考えられる。ここで、図５は上記サイクル劣化試験前（すなわち初期状
態）における二次電池の正負極電位と電池容量との関係を例示した図であり、図６は上記
（１）の摩耗による通常劣化を伴うサイクル劣化試験後における二次電池の正負極電位と
電池容量との関係を例示した図であり、図７は上記（２）のリチウム析出による劣化を伴
うサイクル劣化試験後における二次電池の正負極電位と電池容量との関係を例示した図で
あり、図８は上記（３）の塩濃度分布の偏りによる劣化を伴うサイクル劣化試験後におけ
る二次電池の正負極電位と電池容量との関係を例示した図である。
【００１８】
　正極と負極には、前述のとおり、活物質が備えられている。活物質がリチウムイオンを
吸蔵する電位は結晶構造や組成等によって決まっており、電池としての可逆的に充放電可
能な電池容量（可逆容量）は、正極と負極との開回路電位（ＯＣＶ）において、正極電位
と負極電位との容量運用域の重なった領域の大きさで決定される。図５に示す二次電池の
初期状態においては、正極と負極との開回路電位において、正極電位と負極電位との容量
運用域の重なった領域が初期容量となる。また、充電中は内部抵抗により正極と負極のそ
れぞれで開回路電位に過電圧がプラスされ（正極充電時電位および負極充電時電位）、そ
の電位差が二次電池の充電曲線となる。
【００１９】
　ここで上記（１）の摩耗による劣化（通常劣化）を伴うサイクル劣化試験においては、
図６に示すように、正極および負極での被膜形成により電荷担体であるリチウムイオンが
消費されて不可逆容量が発生し、それに伴い充電末期においては負極電位が初期の負極電
位にまで戻らない負極の容量ずれが発生する（すなわち負極の開回路電位が左方にシフト
する）と考えられる。また、正極および負極での被膜形成により正極抵抗および負極抵抗
が増大し、内部抵抗（ひいては過電圧）が増大した結果、正極充電時電位が上方にシフト
し、負極充電時電位が下方にシフトすると考えられる。つまり、上記（１）の摩耗による
通常劣化を伴うサイクル劣化試験後においては、電池容量が初期容量に比べて低下すると
とともに、内部抵抗が増大傾向を示すと考えられる。
【００２０】
　一方、図７に示すように、上記（２）のリチウム析出による劣化を伴うサイクル劣化試
験においては、リチウムイオンが負極表面に析出し、不活性化するなどして不可逆容量が
大きくなるため、負極の容量ずれが発生する（負極の開回路電位が左方にシフトする）が
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、その一方で、正極抵抗は変化せず、負極抵抗は摩耗による通常劣化に比べると増加量は
小さい（正極充電時電位および負極充電時電位は通常劣化に比べて変化しない）と考えら
れる。つまり、上記（２）のリチウム析出による劣化を伴うサイクル劣化試験では、摩耗
による通常劣化に比べて、容量劣化に対する抵抗増大が小さくなるものと考えられる。
【００２１】
　また、図８に示すように、上記（３）の塩濃度分布の偏りによる劣化を伴うサイクル劣
化試験においては、リチウム塩濃度が相対的に低い部分では電解液のリチウムイオン量が
不足して正極抵抗および負極抵抗が増大し、内部抵抗（ひいては過電圧）が増大した結果
、正極充電時電位が上方にシフトし、負極充電時電位が下方にシフトするが、その一方で
、不可逆容量は発生せず、負極の容量ずれは生じにくい（負極の開回路電位は殆ど変化し
ない）と考えられる。つまり、上記（３）の塩濃度分布の偏りによる劣化を伴うサイクル
劣化試験では、摩耗による通常劣化に比べて、容量劣化に対する抵抗増大が大きくなるも
のと考えられる。
【００２２】
　ここで開示される技術においては、このような各劣化モードによる容量劣化に対する抵
抗増加の挙動の違いに着目し、容量劣化に対する抵抗増加の挙動を把握することで、二次
電池の劣化モードを推定するようにしている。
【００２３】
　すなわち、この電池システム１は、二次電池の充放電可能な電池容量Ａを取得する電池
容量取得手段と、二次電池の内部抵抗Ｂを取得する内部抵抗取得手段と、電池容量低下量
と内部抵抗増加量と劣化モードとの対応関係を示すマップを用いて、前記取得した電池容
量Ａと前記内部抵抗Ｂとに基づき、前記二次電池の状態が、
以下の（１）～（３）：
（１）前記二次電池の摩耗による劣化；
（２）前記二次電池の内部における前記負極での電荷担体の析出による劣化；および、
（３）前記二次電池の内部における前記非水電解液の塩濃度分布の偏りによる劣化
のいずれの劣化モードであるかを判別する判別手段と
を備える。ＥＣＵ３０の典型的な構成には、少なくとも、かかる制御を行うためのプログ
ラムを記憶したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）と、そのプログラムを実行
可能なＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、一時的にデータ
を記憶するＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ）と、図示しない入出力ポ
ートとが含まれる。ＲＯＭには、電池容量低下量と内部抵抗増加量と劣化モードとの対応
関係を示すマップが記憶されている。ＥＣＵ３０には、図示しない電圧センサ、電流セン
サ、温度センサ等からの各種信号などが入力ポートを介して入力される。また、ＥＣＵ３
０からは、負荷２０（電力消費機および／または電力供給機）への駆動信号などが出力ポ
ートを介して出力される。このＥＣＵ３０により本実施形態の電池容量取得手段と内部抵
抗取得手段と判別手段とが構成されている。
【００２４】
　電池容量取得手段は、二次電池の充放電可能な電池容量Ａを取得（推定）するものとし
て構成されている。電池容量Ａを取得する方法としては特に限定されず、一般的な電池シ
ステムにおいて常套的に使用されている従来公知の方法を採用し得る。例えば、電流セン
サ、電流センサおよび温度センサ等で検出した各種データに基づいて、電池モデル式に従
って、二次電池の電池容量を推定する方法（例えば予め求められた二次電池の正極および
負極の開回路電圧特性を記憶し、この記憶したデータと、電流センサ、電流センサおよび
温度センサで検出したデータとを参照して、正極および負極の活物質量、容量密度、抵抗
を抽出し、この抽出したパラメータを用いて二次電池の電池容量を推定する方法）が例示
される。この方法は、例えば、必要に応じて特開２０１４－１０００３号公報を参照して
実施することができる。
【００２５】
　内部抵抗取得手段は、二次電池の内部抵抗Ｂを取得（推定）するものとして構成されて
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いる。内部抵抗Ｂを取得する方法としては特に限定されず、一般的な電池システムにおい
て常套的に使用されている従来公知の方法を採用し得る。例えば、電流センサおよび電流
センサで検出した各種データに基づいて、充放電時の電圧変化分をそのときの電流値の変
化分で除算することにより、内部抵抗を推定する方法（例えば電流変化量のパラメータと
、電圧変化量およびインピーダンス変化量に基づくパラメータとを直線近似し、近似した
直線の傾きを電池のインピーダンスとして算出する方法）が例示される。この方法は、例
えば、必要に応じて特開２００６－２５０９０５号公報を参照して実施することができる
。
【００２６】
　判別手段は、電池容量低下量と内部抵抗増加量と劣化モードとの対応関係を示すマップ
を用いて、上記取得した電池容量Ａと上記内部抵抗Ｂとに基づき、前記二次電池の状態が
、二次電池の摩耗による劣化、二次電池の内部における負極での電荷担体の析出による劣
化、および、二次電池の内部における非水電解液の塩濃度分布の偏りによる劣化のいずれ
の劣化モードであるかを判別するものとして構成されている。この実施形態では、判別手
段は、初期容量から上記取得した電池容量Ａを差し引いて電池容量低下量を算出する。ま
た、判別手段は、上記取得した内部抵抗Ｂから初期内部抵抗を差し引いて内部抵抗増加量
を算出する。そして、図９に示すような電池容量低下量と内部抵抗増加量と劣化モードと
の対応関係を示すマップを参照して、上記算出した電池容量低下量と内部抵抗増加量とに
対応する劣化モードを特定する。このマップは、予め予備実験などを行うことにより作成
することができる。また、上記対応関係を示す複数のマップを用意し、電池の使用条件等
に応じて複数のマップを切り替えるようにしてもよい。初期容量および初期内部抵抗につ
いても、予め予備実験などを行うことにより求めることができる。
【００２７】
　電池システム１は、上記判別手段で判別した結果を表示装置（図示せず）に出力しても
よい。表示装置では、判別手段で判別した劣化モードが表示される。これにより、二次電
池の劣化状態を視覚的に把握することができる。
【００２８】
　電池システム１は、上記判別手段で判別した劣化モードに応じて電池制御を行う制御手
段を備えていてもよい。制御手段は、判別手段で判別した劣化モードに基づいて、電池状
態が良好に保たれるように負荷２０（電力消費機および／または電力供給機）を駆動制御
する、また、制御手段は、判別手段で判別した劣化モードに基づいて、劣化が解消または
緩和されるように劣化解消手段を駆動制御する。
【００２９】
　例えば、劣化モードが負極でのリチウム析出による劣化モードである場合、制御手段は
、負荷２０を駆動制御して負極に析出したリチウムが除去されるように放電処理を行うこ
とができる。この方法は、例えば、必要に応じて特開２０１３－１１０８８５号公報を参
照して実施することができる。また、制御手段は、負荷２０を駆動制御して負極に析出し
たリチウムが溶解除去されるように負極の電位を上昇させることができる。この方法は、
例えば、必要に応じて特開２００９－１９９９３６号公報を参照して実施することができ
る。また、制御手段は、劣化解消手段（加熱手段）を駆動制御して負極に析出したリチウ
ムが溶解する電池温度以上となるように電池を加熱することができる。この方法は、例え
ば、必要に応じて特開２０１１－１４２０１６号公報を参照して実施することができる。
【００３０】
　また、劣化モードがリチウム塩濃度分布の偏りによる劣化（ハイレート劣化）による劣
化モードである場合、制御手段は、負荷２０を駆動制御してリチウム塩濃度分布の偏りが
解消されるようにパルス充放電処理を行うことができる。この方法は、例えば、必要に応
じて特開２０１０－２７２４７０号公報を参照して実施することができる。また、制御手
段は、電池の許容される最大出力（放電電力値）を小さく設定し、その設定された最大出
力の範囲内で負荷２０を駆動制御することができる。この方法は、例えば、必要に応じて
特開２００９－１２３４３５号公報を参照して実施することができる。また、制御手段は
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、劣化解消手段（電解液加振手段）を駆動制御してリチウム塩濃度分布の偏りが解消また
は緩和されるように電解液の流動を促進することができる。この方法は、例えば、必要に
応じて特開２０１０－２５１０２５号公報を参照して実施することができる。また、制御
手段は、劣化解消手段（加温手段）を駆動制御してリチウム塩濃度分布の偏りが解消また
は緩和されるように電池を加温することができる。この方法は、例えば、必要に応じて特
開２０１４－１５４３９９号公報を参照して実施することができる。
【００３１】
　また、制御手段は、上記劣化解消手段を駆動制御しても電池の劣化が解消または緩和さ
れない場合には、電池の使用を停止することができる。
【００３２】
　このように構成された電池システム１の動作について説明する。図１０は、本実施形態
に係る電池システム１のＥＣＵ３０により実行される劣化モード判別処理ルーチンの一例
を示すフローチャートである。このルーチンは、例えば車両に搭載された直後から所定時
間毎に周期的に繰り返し実行される。
【００３３】
　図１０に示す劣化モード判別処理ルーチンが実行されると、ＥＣＵ３０のＣＰＵは、ま
ず、ステップＳ１０において、処理対象のリチウムイオン二次電池１０について、電池容
量Ａを取得する。例えば、電流センサ、電流センサおよび温度センサで検出したデータに
基づいて、電池モデル式に従って電池容量Ａを推定するとよい。また、ステップＳ２０に
おいて、二次電池の内部抵抗Ｂを取得する。例えば、電流センサおよび電流センサで検出
したデータに基づいて、充放電時の電圧変化分をそのときの電流値の変化分で除算するこ
とにより、内部抵抗を推定するとよい。
【００３４】
　次いで、ステップＳ３０において、初期容量から上記取得した電池容量Ａを差し引いて
電池容量低下量（ΔＡｈ）を算出する。また、上記取得した内部抵抗Ｂから初期内部抵抗
を差し引いて内部抵抗増加量（ΔＲ）を算出する。
【００３５】
　次いで、ステップＳ４０において、ＲＯＭに記憶されている電池容量低下量と内部抵抗
増加量と劣化モードとの対応関係を示すマップを参照して、上記算出した電池容量低下量
（ΔＡｈ）と内部抵抗増加量（ΔＲ）とに対応する劣化モードを特定する。具体的には、
図９に示すマップを参照して、二次電池の状態が、二次電池の摩耗による劣化（通常劣化
）、負極でのリチウム析出による劣化、および、塩濃度分布の偏りによる劣化（ハイレー
ト劣化）のいずれの劣化モードであるかを判別する。そして、二次電池の劣化モードが摩
耗による劣化の場合（ＹＥＳの場合）、二次電池は正常であると判断して、この処理ルー
チンを終了する。一方、二次電池の劣化モードが負極でのリチウム析出による劣化もしく
は塩濃度分布の偏りによる劣化の場合（ＮＯの場合）、二次電池は正常でないと判断して
、ステップＳ５０に進む。
【００３６】
　ステップＳ５０では、上記判別した劣化モード（すなわち負極でのリチウム析出による
劣化モードまたは塩濃度分布の偏りによる劣化モード）に応じて電池制御を行う。具体的
には、上記判別した劣化モードに基づいて、電池状態が良好に保たれるように負荷２０を
駆動制御したり、各劣化モードの劣化が解消されるように劣化解消手段を駆動制御したり
する。このステップＳ５０の処理を行っても劣化が解消しない場合には、電池の使用を停
止してもよい。
【００３７】
　上記実施形態によると、摩耗による劣化や塩濃度分布による劣化に加えて、リチウムの
析出による劣化を判別することが可能となる。このため、電池の劣化に適切に対処するこ
とができ、電池状態に合わせた最適な電池制御が可能になる。
【００３８】
　以上、本発明を好適な実施形態により説明してきたが、こうした記述は限定事項ではな
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【符号の説明】
【００３９】
１０　　二次電池
２０　　負荷
３０　　ＥＣＵ
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